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　６月の滋賀県定例議会では、民主党政権が主導している、３つの制度「子ども手当て」「外国人
の地方参政権問題」「選択的夫婦別姓制度」について嘉田知事にその賛否を問いました。
　これらは国会で審議される問題ではありますが、私達の身近な地域や家庭のあり方に大きな
影響を及ぼす重要問題ですので、この機会にはっきりとした知事の意見を求めました。
　私が質問をしたのは、知事選挙の前でした。県民の適正な審判を仰ぐために、県民を代表す
る私の質問に、嘉田知事は自らの意見を表明されるべきだと思っておりましたが、その答弁は
自らの意見をはぐらかす曖昧な言葉ばかりで、私は大変残念に思いました。その際の知事の回
答（要約）と、私の考え方を併せて皆様にご紹介いたします。
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重要な３つの法案について
嘉田知事の考えを伺いました。

子ども手当てについて
嘉田知事は「賛成」ですか「反対」ですか？

＜嘉田知事の答弁＞
「子ども手当ては住民が子育てに対してもっている経済的不安を解消する上
で、有効であり、大いに評価しているが、安定的な財源確保が大きな課題であ
り、次代を担う子どもたちの将来にツケを回すという結果になってはならない」

そもそも安定した財源がありませんので、
国や自治体が今よりもっと借金をしないと、「子ども手当て」を
継続して支給することはできません。少子化対策なら、第２・第３
子への支援を強化すべきです。経済支援なら、収入に応じて支
給するべきです。教育支援なら、幼児教育や奨学金を手厚くす
る事も可能です。すごいお金を使うわりに効果の薄い「バラマ
キ」に私は賛成ではありません。

選択的夫婦別姓制度の導入に
嘉田知事は「賛成」ですか「反対」ですか？

＜嘉田知事の答弁＞
「世論調査では賛否が拮抗しています。様々な角度から合意形成に向けた幅
広い議論が重ねられ、深められることが、今まず必要です」

外国人の地方参政権問題に
嘉田知事は「賛成」ですか「反対」ですか？

＜嘉田知事の答弁＞
「まだまだ参政権の意味というものが深く議論されていない中で、広い国民的
な議論が大切で、私から今すぐ「賛成」「反対」の意志を表明することは考え
ておりません」

【おことわり】今回の県政レポートは、当初は７月初旬にお届けする予定でしたが、参議院議員
などの選挙期間中は、私たち県議会議員の政治活動も制限されますので、いつもより遅い日
程で発行させていただいております。

滋賀県議会議員
厚生・産業常任委員会 委員
琵琶湖淀川水系問題対策特別委員会 委員長 

活動日記毎日更新中!

　８月１５日は戦没者の方々への哀悼の念を示すとともに、ご先祖
様に感謝の気持ちを表す日です。
　不幸な戦争は二度と引き起こしてはなりません。戦後６５年たっ
た今も、先の大戦で命を無くされた方々のご冥福をお祈りすると
共に、尊い犠牲の上に、今日の平和があるということを改めて感
謝したいと思います。また多くのご家庭で８月１５日は「お盆」の行
事をなさっているかと思います。我が家でも家族揃って、ご先祖
様への感謝の気持ちを表したいと思っております。

８月１５日は、終戦記念日です。
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私の考え
日本国憲法で「参政権は国民の権利」と定め

られています。憲法に違反する恐れもあり、賛成できません。
「住民としての責任」や「地域社会を大切にする気持ち」が不十
分な人たちが政治参加すれば、「外国に有利な政治」が行われ
る恐れがあります。日本に永住する外国籍の方は、条件を満た
せば「日本国籍」を取得できますので、きちんと手続きをした人
が、政治参加すればよいと私は思います。

私の考え

凶悪犯罪が増えています。その原因の一つ
に「家族の絆の薄れ」があると私は思っています。そんな今、わ
ざわざ家族をバラバラにするような法案に、私は賛成できませ
ん。現在の制度は、明治以来のもので、古来の伝統ではないと
指摘する人もいますが、新旧にかかわらず、良いものは守り、悪
いものは改めるよう、リーダーシップを執るのが政治家の努め
だと思います。

私の考え
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